
令和６・７年度 日高川町建設工事入札参加基準

（令和８年１月１日改定）

入札参加資格業者については、公平性、透明性、競争性の確保に留意し、令和８年１月

１日から、下記に基づき行うこと。

記

１）各発注機関は、建設工事等入札参加資格者審査委員会が示すガイドライン(別表)に

基づき、入札に参加する者に必要な資格を決定するものとする。

２）入札参加者数等を勘案し、競争性の確保及び地域性を考慮の上、適宜、区域等を決

定するものとする。

３）予定価格(税抜き)７,０００万円以上の工事については、特定建設業許可業者の許可
と監理技術者の配置の条件を付するものとする。

(経常ＪＶは、構成員に特定建設業の許可業者が含まれている事。)

４）発注基準額、３,０００万円以上の工事は、出来る限り総合評価方式の導入を図る事。

５）本町内に新規本店登録の業者は新規登録日より１年を経過していない者は、１年を

経過した後に入札参加資格を有するものとする。初年度は最下位の発注基準額区分

とし、次年度以降は、その施工実績等を勘案して判断する。(実績の少ないものは、

３５０万円以下の工事を対象とする)

※但し、上記に加えて町外から町内に、本店登録する者の内、県の入札参加資格認定

Ｄランク業者においては、上位ランクに、ランクアップされた後の認定となり、Ｄ

ランク業者では認定されない。ランクアップされた後は、初年度は最下位の発注基

準額区分とし、次年度以降は、その施工実績等を勘案して判断する。また、水道施

設工事、造園工事等のＷランク業者は、県の総合点数が750点以上でないと認定され

ない。750点以上となった後は、初年度は最下位の発注基準額区分とし、次年度以降

は、その施工実績等を勘案して判断する。

・新規参入予定業者(町内建設業者)の代表者は、過去１年以上継続して町内に居住し

ていること。

・新規参入予定業者(町内建設業者)で入札参加資格申請が成されていない場合は、

追加受付時期(町内建設業者に限る)令和７年１月から３月末までに入札参加資格申

請書を提出すること。その有効期限は、令和７年７月１日から令和８年６月３０日

とする。（現在追加受付は終了しています。）

※新規登録日とは、本町内に本店登録をした日を指し、登記簿に記載された日付もし

くは建設業許可証明書(住所が町内となっている)の許可日を登録日とする。

６）経常ＪＶでの入札参加資格認定を行った業者については単体での入札参加はでき

ない。



７）経常ＪＶの発注基準額は、単体の業者と同様の取り扱いとする。

ただし、経常ＪＶの構成員のうち、上位の者が属した発注基準額区分より１つ上の

区分までとする。

８）町内業者・町外業者の区分については、建設業許可証明書の住所が町内であるか

町外であるかにより判断する。

よって本社・本店が町内であるか町外であるかにより決定する。

（格付けの一時取消し条件）

９）工事成績等で著しく工事成績が低い場合(工事成績評定点５５点未満)は３ヶ月の間

格付けを取消す。

１０）①完成工事原価に占める外注費の割合が９５％以上、かつ技術者が１名

②営業所の実態が伴わない場合は、取消条件が解消するまでの間、格付けを一時取

消す。

１１）法令遵守等に従わない場合

日高川町建設工事等契約に係る入札参加資格停止等措置要綱により、措置をする。

(例)：契約違反、一括下請け、工程管理、施工体制台帳、施工体系図が不備で、

監督職員から文書等による改善指示をおこなったがこれに従わなかった場合は、

規定日数まで格付けを取り消す。

※ 建設業法や各法令に遵守。（基本的には和歌山県の格付け取消し制度、日高川町建

設工事等契約に係る入札参加資格停止等措置要綱に準じる。）



(別表)

発注基準（ガイドライン）

◎町内建設業者の発注基準について
（発注機関は、地域の実情に応じて基準を設定して、運用する事ができる。）

（土木一式工事）

等 級 町点数を加えた総合点数 内 訳

Ａ 1,000点以上 27 社

Ｂ 880点以上～ 1000点未満 12 社

Ｃ 750点以上～ 880点未満 8 社

Ｄ 750点未満 5 社

合計 52社

（土木一式工事） 発注基準額「予定価格（税抜き）」

ランク 参加資格業者数 金 額 区 分

Ａランク 27社 3,000万円以上

Ａ+Ｂランク 39社 1,500万円以上～ 3,000万円未満

Ａ+Ｂ+Ｃランク 47社 700万円以上～ 1,500万円未満

Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄランク 52社 700万円未満

＊ 業者点数は和歌山県内統一のランク付けにより各業者の通知のあった総合点数を基本

枠として、町点数等を加えた合計評点で、上位点数よりグループ枠を決めて町の発注

基準額を決定した。

＊ アスファルト舗装、橋梁等の特殊工事は発注基準に該当しない。

＊ この発注基準は、令和８年１月１日以降の入札参加資格審査会の案件より適用する。

＊ その他

・町内で施工可能な業者がいない工事、又は町内業者のみでは競争性が確保できないと

思われる工事は町外業者を含め発注すること。

・建築一式工事・管工事・塗装工事・電気工事・その他の工事については、ランク分は

行わない。設計金額に関係なく、入札参加資格を有する業者に発注されます。


